
決議案第７号 

 

中東地域における人道危機の平和的解決を求める決議案 

 

２月２８日、米国及びイスラエルによるイランへの攻撃が行われ、これに対しイラ

ンは中東地域の米軍基地等への攻撃を実行した。報道によれば、こどもを含む多くの

犠牲者が出ており、情勢は極めて深刻かつ緊迫した状況にある。 

イランの核兵器開発問題は、核協議と外交的手段によって解決されるべきものであ

る。しかし、一連の攻撃は、国連安全保障理事会における脅威認定も得ておらず、ま

た、主権国家に対する威嚇及び武力行使は、戦争を否定した国連憲章第２条第４項に

明確に違反する行為であり、断じて看過も容認もできない。 

また、今回の緊張の高まりの中で、世界のエネルギー輸送の要衝であるホルムズ海

峡の航行の安全が脅かされている。同海峡は国際海上交通の重要な要路であり、その

封鎖など、航行の自由を妨げる行為は、我が国を含む世界経済及び国際社会に深刻な

影響を及ぼしかねない。 

今なお、一般市民の生命と安全が重大な危険にさらされている。 

ヒロシマの心である核兵器の廃絶と世界恒久平和の実現を願う本市議会は、関係国

政府に対し、国連及び国際社会と緊密に連携し、事態の解決に向けたあらゆる外交努

力を尽くすことを強く求める。 

以上、決議する。 
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